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令和６年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和６年９月２５日（水）午後２時０５分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（３番議員 宗實雅典、９番議員 堀 卓史） 

 日程第２ 会期の決定（９月２５日（水）１日間） 

 日程第３ 議案第７号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算

（第１号） 

 日程第４ 認定第１号 令和５年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入歳出決

算認定について 

      認定第２号 令和５年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 柴 田 将 之 

      ５番 三 木 浩 一      ６番 山 本 俊一郎 

      ７番 畑 山 剛 一      ８番 中 薮 清 志 

      ９番 堀   卓 史     １０番 出 原 賢 治 

 

会議に欠席した議員 

 

な  し 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  神 尾 俊 輝 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      総 務 課 主 幹  角 南 博 之 

      財 政 係 長  堀   竜 也 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    副 管 理 者 （太 子 町 長）  沖 汐 守 彦 

    代表監査委員            岸 田 信 行 

    会 計 管 理 者            冨 井 静 也 

    事 務 局 長            神 尾 俊 輝 

    総 務 課 長            田 淵 寿 哉 

    環境業務課長            小 林 久 修 

    衛生業務課長            黒 田 規 文 

                      後 藤 広 樹 

                      友 政 貴 仁 

         

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 それでは、少し早いんですけども、揖龍保健衛生施設事務組合議会を開会させてい

ただきたいと思います。 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ここ最近は朝晩も涼しく、日中も幾分か過ごしやすくなってまいりました。 

 こうした中、議員各位にはご健勝にてご参集賜り、本日ここに令和６年第３回揖龍

保健衛生施設事務組合議会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に堪

えない次第でございます。 

 さて、今期定例会には、既にお手元にお届けしてますとおり、令和６年度一般会計

補正予算、令和５年度各会計決算認定の案件が提出されています。 

 いずれも重要な案件でありますので、議員各位におかれましては、慎重にご審議い

ただき、適切なる決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、議事運営につきましても、議員各位の格段のご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 暑さもようやく一段落し、季節は徐々に秋へと移り変わってまいりました。 

 本日ここに令和６年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席を賜り開会されますことに

対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会でご審議をお願いいたします案件は、令和６年度補正予算１件、

令和５年度の各会計決算認定２件の合計３件を提出いたしております。 

 議員各位におかれましては、何とぞ慎重なるご審議をいただきまして、全議案につ

きまして原案のとおりご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

 

開 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ただいまより、令和６年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会いたし
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ます。 

 

 

開 議 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、ご報告いたします。 

 監査委員より、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により実施した例月出納検

査の結果報告２件が提出されており、その写しを配付いたしておりますので、ご清覧

願います。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席し

た者の職氏名について、事務局長より報告いたします。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 命によりご報告申し上げます。 

 まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は１０

名全員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名について

でありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清覧

願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において３

番宗實雅典議員、９番堀 卓史議員を指名いたします。 
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 両議員、よろしくお願いいたします。 

 

 

～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日９月２５日の１日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日９月２５日の１日間と決しました。 

 

 

～日程第３ 議案第７号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第３、議案第７号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました議案第７号、令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計補正予算（第１号）につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し

上げます。 

 このたびの補正は、揖龍火葬場に設置しております非常用発電機用の蓄電池につい

て、電極が歪曲するなど、蓄電池本体の劣化が進行したことによる事業費の追加でご

ざいまして、緊急やむを得ない事情により補正を必要とするものについて行っており

ますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 
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 補正予算第１条で、歳入歳出それぞれ８９万３，０００円を追加し、予算総額を２

０億６，４６８万７，０００円とするものでございます。 

 次に、歳出からご説明いたしますので、６ページをお開き願います。 

 第３款衛生費につきまして、老朽化した蓄電池の更新費用を追加するものでござい

ます。 

 次に、歳入につきましては、５ページの第５款繰越金につきまして、歳出の補正事

業の財源として追加するものでございます。 

 以上で議案第７号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の

上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第７号は原案のとおり可決することに決して、ご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
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～日程第４ 認定第１号及び認定第２号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第４、認定第１号 令和５年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計歳入

歳出決算認定について及び認定第２号 令和５年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜

間急病センター特別会計歳入歳出決算認定についての２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました認定第１号及び認定第２号、令和５年度揖龍保健衛生施

設事務組合一般会計及び休日夜間急病センター特別会計歳入歳出決算認定につきまし

て、その概要をご説明申し上げます。 

 まず初めに、一般会計における決算状況でございますが、決算書３ページをお開き

願います。 

 歳入決算額は１８億８，２６１万３，３２４円となっており、決算書５ページの歳

出決算額は１８億４，２７７万４，３０７円で、歳入歳出差引額は３，９８３万９，

０１７円となっております。 

 次に、歳出からご説明申し上げますので、決算書１２ページをお開き願います。 

 第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費でございますが、予算現額２２２万

３，０００円に対し、支出済額は１７５万２，５０７円となっており、その主な内容

といたしましては、報酬、行政視察などの議員活動事業費及び一般事務経費でござい

ます。 

 次に、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございますが、予算

現額２億２，０２７万３，０００円に対し、支出済額は２億１，６７３万１，６４０

円となっており、その主な内容といたしましては、第２節給料及び第３節職員手当な

どでは、組合職員２３名分の給料及び各種手当で、第４節共済費では、兵庫県市町村

職員共済組合負担金で、次ページのほうをお開き願い、第１２節委託料では、財務会

計及び給与計算の電算機器保守点検委託料で、第１３節使用料及び賃借料では、財務

会計給与計算システム及び電話機の借り上げ料で、第１８節負担金補助及び交付金で

は、退職手当組合負担金及び派遣職員４名分の人件費でございます。 

 次に、第３目基金費では、７，６８０万９，０００円を財政調整基金、ごみ処理施

設整備基金及び退職手当引当準備基金に、それぞれ積み立てたものでございます。 
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 次に、第２項監査委員費、第１目監査委員費でございますが、予算現額１５万４，

０００円に対し、支出済額は１４万４，６００円となっており、その主な内容といた

しましては、議員報酬でございます。 

 次に、第３款衛生費、第１項保健衛生費、第１目環境衛生費でございますが、予算

現額６，９１８万５，０００円に対し、支出済額は６，７９３万５，８７８円となっ

ており、その主な内容といたしましては、次ページのほうをお開き願い、第１節報酬

では、会計年度任用職員１名分の報酬で、第１０節需用費では、火葬の主燃料である

灯油、電気代及び施設修理・処理設備修繕費などに２，３２７万６，８３７円を支出

したもので、第１２節委託料では、火葬炉等管理及び清掃管理業務委託などに４，１

３１万６，７１７円を支出したもので、第１３節使用料及び賃借料では、予約管理シ

ステム機器の借り上げ料で、第１７節備品購入費では、噴霧器など機械器具の購入費

でございます。 

 次に、第２項清掃費、第１目施設整備費でございますが、予算現額１億４５８万

８，０００円に対し、支出済額は１億４２２万８，６２０円となっており、その主な

内容といたしましては、次ページのほうをお開き願い、第１２節委託料で、新ごみ処

理施設整備事前業務委託に１億３９５万円を支出したものでございます。 

 次に、第２目塵芥処理費でございますが、予算現額１３億２，７４１万１，０００

円に対し、支出済額は１３億１３５万７，０４３円、場内で使用している４トンダン

プの更新について、社会情勢の影響を受け、車両の調達に不測の日数を要することか

ら、翌年度に繰り越した繰越明許費７４６万３，０００円となっており、その主な内

容といたしましては、第１節報酬及び第３節職員手当等では、会計年度任用職員１３

名分の報酬及び期末手当で、第１０節需用費では、３億５，４５２万１，４８１円を

支出したもので、その主な内訳といたしましては、ごみ処理薬品に５，３６７万８，

６３４円、コークス、石灰石の副資材に１億４，１５２万６，９５７円、炉前消耗品

に３，１４５万６，８１０円、灯油などに２，７２３万５，１２０円、及び電気代に

５，６３２万１，６６６円で、次ページをお開き願い、第１２節委託料では、９億３

４８万９，６５３円を支出したもので、その主な内訳といたしましては、操業委託に

２億２，０００万円、定期保守点検整備委託に２億７，２４７万円、一般廃棄物収集

運搬委託に３億５，８３７万５，６０４円、集塵灰最終処分委託に１，０９９万８，

９００円、資源化設備内選別業務委託に１，２７７万８，９５９円、及び雑草等処理

委託に１，４８４万７，２２８円で、第１７節備品購入費では、油圧ショベルなどの

購入費でございます。 

 次に、第３目し尿処理費でございますが、予算現額４，１８９万３，０００円に対

し、支出済額は３，８８４万２，０８３円となっており、その主な内容といたしまし

ては、第１節報酬では、会計年度任用職員１名分の報酬で、第１０節需用費では、電
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気、上下水道代及び機器整備費などに２，０３９万２，９２１円を支出したもので、

次ページのほうをお開き願い、第１２節委託料では、し尿収集運搬委託などに１，５

６４万８，５９９円を支出したものでございます。 

 次に、第４款公債費、第１項公債費、第１目元金及び第２目利子では、一般廃棄物

処理事業債の償還元金及び利子でございます。 

 次に、第５款予備費につきましては、充用はございません。 

 以上が歳出の主な内容で、次ページをお開き願い、当初予算額１８億５，１６９万

６，０００円に２，６８１万４，０００円を追加し、予算現額１８億７，８５１万円

に対し、支出済額は１８億４，２７７万４，３０７円となっております。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げますので、決算書６ページをお

開き願います。 

 第１款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金では、収入済額１

４億８，４０９万７，０００円で、組合運営、塵芥処理及び収集運搬経費など、条例

に基づく市町分賦金として、構成市町でありますたつの市及び太子町から受け入れた

ものでございます。 

 次に、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、第１目衛生使用料、第１節火葬場

使用料では、収入済額２，７０１万９，１００円でございます。 

 次に、第２項手数料、第１目衛生手数料、第１節塵芥処理手数料では、収入済額１

億５，５１１万７，０５０円で、第２節し尿処理手数料では、収入済額１，８４０万

６，０４０円でございます。 

 次に、第３款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、次ペー

ジのほうをお開き願い、収入済額７４万６，３９２円で、財政調整及びごみ処理施設

整備基金などの利子収入でございます。 

 次に、第４款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金では、備考欄に記載のとお

り、ごみ処理施設整備基金から１，０７６万４，６２０円を、退職手当引当準備基金

から２３４万５，９１３円を繰り入れたものでございます。 

 次に、第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金は、令和４年度からの繰越金で

ございます。 

 次に、第６款諸収入、第２項受託事業収入、第１目衛生費受託事業収入では、収入

済額２９８万４，０４０円で、地域外からの塵芥処理及びにしはりまクリーンセンタ

ーからの不燃残渣処理受託事業分として収入したものでございます。 

 次に、第３項雑入、第１目雑入では、収入済額３，８００万９，５０７円で、その

主な内訳といたしましては、備考欄に記載のとおり、スチール、アルミ缶、ペットボ

トル及び雑鉄等の資源化物売払収入として、２，２２６万３，３８０円、公益財団法

人日本容器包装リサイクル協会から、ペットボトルなどを売払いしました分配金とし
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て、５７６万２，９８６円、並びにごみ収集袋販売収入として、７３７万６，０６４

円などでございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第７款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目衛生

費国庫補助金では、収入済額１，５９６万４，０００円で、エネルギー回収型廃棄物

処理施設整備事業及び施設整備に関する計画支援事業として、循環型社会形成推進交

付金を受け入れたものでございます。 

 次に、第８款組合債、第１項組合債、第１目組合債では、収入済額８，６１０万円

で、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業、施設整備に関する計画支援事業及び

揖龍クリーンセンター重機更新事業に係る一般廃棄物処理事業債として借り入れたも

のでございます。 

 以上が歳入の主な内容で、当初予算額１８億５，１６９万６，０００円に２，６８

１万４，０００円を追加し、予算現額１８億７，８５１万円に対し、収入済額は１８

億８，２６１万３，３２４円となっております。 

 次に、決算書２８ページをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳

出差引額３，９８３万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源２０６万３，０００

円を差し引いた実質収支額は３，７７７万６，０００円となっております。 

 次に、決算書３０ページをお開き願います。 

 財産に関する調書でございますが、１の公有財産、土地及び建物につきましては、

決算年度中の増減はございません。 

 次に、次ページをお開き願い、２の物品につきましても、決算年度中の増減はござ

いませんが、油圧ショベル１台の更新、廃棄をしております。 

 次に、３の基金でございますが、令和６年３月３１日現在高は、財政調整基金が３

億３，１５０万７，０００円、ごみ処理施設整備基金が４億６，６９５万６，０００

円、及び退職手当引当準備基金が１，５７４万２，０００円となっております。 

 以上で一般会計決算の概要説明を終わりまして、次に休日夜間急病センター特別会

計につきましてご説明申し上げます。 

 決算書３７ページをお開き願います。 

 歳入決算額は６，３４９万４，２２３円となっており、決算書３９ページの歳出決

算額が５，８９６万３，２７１円で、歳入歳出差引額は４５３万９５２円となってお

ります。 

 次に、歳出からご説明申し上げますので、決算書４４ページをお開き願います。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費でございますが、予算現額１

５０万８，０００円に対し、支出済額は１４６万９，０８１円となっており、その主

な内容といたしましては、医師等賠償責任及び傷害保険料、レセプトコンピューター
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保守点検委託料、並びにレセプト作成用パソコンの借り上げ料でございます。 

 次に、第２目基金費では、２，２００万２，０００円を財政調整基金に積み立てた

ものでございます。 

 次に、第２款衛生費、第１項保健衛生費、第１目急病センター費でございますが、

予算現額３，８１１万４，０００円に対し、支出済額は３，５４９万２，１９０円と

なっており、その主な内容といたしましては、急病センター運営経費として、第１節

報酬では、診療に従事する看護師及び医療事務員１２名分の報酬で、第１０節需用費

では、医薬品及び医療材料費などに８３１万７，７６９円を支出したもので、第１２

節委託料では、薬剤師及び医師に対する診療業務委託などに２，１５０万４，５８２

円を支出したものでございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第３款予備費につきましては、充用はございませ

ん。 

 以上が歳出の主な内容で、当初予算額３，１６６万１，０００円に３，０４６万

３，０００円を追加し、予算現額６，２１２万４，０００円に対し、支出済額は５，

８９６万３，２７１円となっております。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げますので、決算書４０ページを

お開き願います。 

 第１款診療収入、第１項診療収入、第１目診療報酬収入では、収入済額５，４２２

万３８７円で、受診者４，１８８人分の診療費として収入したものでございます。 

 次に、第２款分担金及び負担金、第１項分担金、第１目事務組合分担金では、収入

済額５２２万４，０００円で、構成市町より急病センター運営に係る地方交付税算入

分を受け入れたものでございます。 

 次に、第４款財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金では、収入済

額１０万４，８３８円で、財政調整基金の利子収入でございます。 

 次に、第６款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金は、令和４年度からの繰越金で

ございます。 

 次に、次ページをお開き願い、第９款県支出金、第１項県補助金、第１目衛生費県

補助金では、収入済額５万円で、医療機関などにおける物価高騰の影響を緩和するた

めの支援金として受け入れたものでございます。 

 以上が歳入の主な内容で、当初予算額３，１６６万１，０００円に３，０４６万

３，０００円を追加し、予算現額６，２１２万４，０００円に対し、収入済額は６，

３４９万４，２２３円となっております。 

 次に、決算書５０ページをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引額は４５３万１，０００円

で、実質収支額と同額でございます。 
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 次に、決算書５２ページをお開き願います。 

 財産に関する調書でございますが、１の物品につきましては、決算年度中の増減は

ございません。 

 次に、２の基金でございますが、令和６年３月３１日現在高は、１億２，７４１万

８，０００円となっております。 

 以上で認定第１号及び認定第２号の各会計歳入歳出決算認定について説明を終わら

せていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、いずれも認定賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定することに決して、ご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号及び認定第２号は原案のとおり認定されました。 
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～日程第５ 一般質問～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第５、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議されました議案は全て議了いたしました。 

 

 

閉 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これをもって、令和６年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、令和６年度一般会計補正予算及び令和５年度各会計決

算認定の重要案件を終始熱心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切、妥当なる決定を

賜りました。 

 また、議事運営につきましても、格別のご協力によりまして、ここに閉会の運びと

なりましたことを心より厚く御礼を申し上げます。 

 さて、先日石川県能登地方で発生しました記録的な豪雨は甚大な被害をもたらして

おり、現在も行われている行方不明者の捜索や復旧作業が少しでも早く進むことを願

うばかりでございます。 

 災害はいつ起こるか分かりませんので、理事者各位におかれましては、引き続き災

害に対する備えを確認していただき、各施設の運営につきまして万全の体制をお願い

する次第でございます。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては、季節柄、健康に十分ご留意賜

り、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたし

ます。 

 管理者。 
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○管理者（山本 実君） 

 令和６年第３回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会の閉会に当たり、一言お礼の

ご挨拶を申し上げます。 

 今定例会では、令和６年度補正予算及び令和５年度各会計決算認定の案件につきま

して、原案のとおり可決いただきましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上

げます。 

 さて、揖龍クリーンセンターは、稼働から２７年が経過をし、現在新施設の建設整

備に向けた準備を進めているところでございますので、議員各位におかれましては、

格別のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 終わりに当たり、議員各位のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、閉会の

ご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉会 午後２時３２分 
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